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校訓:「創造」「根気」「協力」 教育目標:「ゆたかにきずき あしたをになう ～心やさしく 大らかに～」

野中清水
仙北市立神代中学校 学校報

No.２ 令和４年４月６日（水）

今年度のスタッフです
今年度の教職員と校務分掌等を紹介いたしま

す。よろしくお願いいたします （○印は、今年。

度新たに加わった職員です ）。

なお、今年度から細川徳吉さん（バレーボー

ル と佐藤長繁さん 柔道 に部活動指導員 仙） （ ） （

北市会計年度職員）をお願いしております。

職名等 氏名 担当・教科・部活動等

○校長 鈴木良二 経営全般

○教頭 田口裕文 ＰＴＡ・体文・特支コーデ

主査 藤原香織 ＰＴＡ・体文会計

養護教諭 三浦明美 保健主事・卓球部長

教諭 久米　徹 教務主任・技術・卓球監督

教諭 芦沢雅子 １年主任・国語
ソフトテニス部長

○教諭 伊藤公之 １年副担任・朝風担任・保体
特支教育・柔道監督

教諭 長沼悦子 １Ａ担任・英語・特活主任
バレーボール監督

教諭 髙山昭弘 ２年主任・社会・生徒指導主事
情報・柔道部長

教諭 齋藤まさ子 ２年副担任・英語・教育専門監
バレーボール部長

教諭 小松朋子 ２Ａ担任・数学・生徒会
ソフトテニス監督

教諭 荒川公子 ３年主任・音楽・進路指導主事
吹奏楽部主担当

教諭 菊地　伸
３年副主任・美術・道徳推進
情報・吹奏楽部長
バドミントン担当

教諭 今野天昴 ３Ａ担任・理科・生徒会
野球監督

教諭 武村亜樹子 家庭・本務校角館中学校

ＡＬＴ イーサン ＡＬＴ

支援員 小林美香

技術員 糸井健作 校務一般

技術員 阿部麗子 校務一般

令和４年度大曲仙北中学校
春季体育大会の開催中止に
ついて
すでにご存知の方もいらっしゃることと思い

ますが、４月１日付で大曲仙北中学校体育連盟

より、次のように春季大会の中止の通知が届き

ましたのでお知らせいたします。

現在本郡市では、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止のため、運動部活動の

制限が行われております。まだまだ収束の

目処がたたず、今後の部活動についても見

通しのもてない中、本連盟では令和４年度

の郡市春季大会の開催について関係機関と

情報の共有を図りながら協議を重ねて参り

ました。

そして、３月２４日（木）に行われた臨

時役員会において、現在の県内及び郡市内

の感染状況に伴う部活動の制限により、選

手の練習・準備が十分にできていないこと

、 。を考慮し 標記大会の中止を決定しました

なお、臨時役員会後、各専門部において

種目の特性等を踏まえ、同時期に開催可能

な範囲で交流会、練習会等の実施について

検討していただいております。詳細につき

ましては、今後、各専門部より各校部活動

担当へ連絡が入ることになっています。

また、今後の本連盟の事業も、状況に応

じて慎重に審議しながら進めていく所存で

すので、各校での適切なご対応とご協力を

お願いいたします。

残念ではあるものの、現状を考えればやむを

得ない決定であると考えております。

なお、本校で活動している種目に関しては、

て何かしらの試合を実施する方向となっており

ますので、今後保護者会と学校担当者との打ち

合わせをもつこととなります。

ご理解の上、ご協力の程よろしくお願いいた

します。
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てコロナウイルスの対応につい

新型コロナウイルス感染者
が発生した場合の につ対応
いて
すでにご承知のことと思いますが、先日は県

教育委員会からコロナ禍を考慮し、秋田県公立

高等学校入学者選抜一般選抜において面接を中

止するとの連絡が入りました。また、仙北市教

育委員会からは部活動の休止を３月８日まで延

長するとの指示がありました(自主練習等も自粛

要請が出されています)。

大仙保健所管内での感染も拡大傾向にありま

。 、す その感染経路は不明なものが増加しており

予断を許さない状況となっています。

これまで同様、感染拡大防止に全力を尽くし

てまいりますのでご協力よろしくお願いいたし

ます。また、感染防止と同様に大切になるのが

感染者や感染しているかも知れない人のプライ

。バシーを守らなければならないということです

そこで、本校では、本校関係者の中に感染者

が分かった時点で「本校関係者に感染者の発生

が確認されました 」という表現でお知らせいた。

します。自分の子どもにどの程度のリスクがあ

るか知りたい、家族が出勤できるか・登校でき

るか知りたいのでもう少し情報を得たいと思わ

れることでしょうが、これ以上は伝えかねます

ので、どうかご理解ください。また、お子さん

が濃厚接触者になるかは重大な関心事と思いま

すが、それを判断するのは保健所となります。

感染者が出たことが分かってから誰が濃厚接触

者か判断されるまではある程度の時間がかかる

そうですのでご承知ください。

新型コロナウイルス感染症は言うまでもなく

「病気」です。誰もが罹患する可能性がありま

す。感染防止とともに人権を守ることへの配慮

もよろしくお願いいたします。

これまで同様、生徒本人はもちろん、家族の

中にかぜ症状がある場合は出校を控えるように

お願いいたします。また、発熱等が生じた場合

は、ご面倒をおかけいたしますが発熱外来での

受診をお願いします。県内外への不要不急の外

出の自粛にもご協力いただきますよう重ねてお

願いいたします。

なお、次のような場合は、出席停止となりま

すのでご協力ください。

【出席停止となる場合】

①本人が陽性となった場合。

②本人が濃厚接触者となった場合。

③同居する家族が濃厚接触者と判定された場

合。

④同居する家族が接触者と判定された場合。

これらの場合の再登校は、保健所、医療機関

の指導・指示を基に、市教育委員会と協議した

上で決定していくことになります。


